　　　　　　　　　《地域文化振興事業の基本方針》
　 (1) 釧路地方特有の文化で、後世に残すため財団の支援、育成を必要とするもの。

　 (2) 教育的見地により、将来の釧路市の文化振興または底辺拡大の布石とする必要があり、財団の支援が求められているもの。

　 (3) 地元文化団体が特別な企画で記念事業を実施するにあたって、財団に支援を　求めるもの。

　 (4) 招聘事業でも特殊なものに対して新たに組織された団体で、釧路市の文化振興に寄与すると認められるもの。

　 (5) 複数の団体が合同で創造的、意欲的な事業として取り組むもの。

　 (6) 財団が釧路市の文化振興上、特に必要と認めたもの。　　
